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１．ＥＣＩ方式適用規模の目安

２．発注方式の適用
1,000m2以上の建替建物棟数 1,000m2以上の改修建物棟数 工事発注方式の別

10棟以上 － ＥＣＩ方式

合計で15棟以上 ＥＣＩ方式

合計で15棟未満 総合評価落札方式（分離・分割発注）等

１．入札・契約方式及び地元企業の活用について
（１）工事発注方式の適用の基本的考え方

NO

ＥＣＩ方式

総合評価落札方式等

※単体の地区（駐屯地、基地）または近接する地区をまとめた発注ロットでの既設建物数をいう。

YES

建替対象となる
1,000m2以上の既設建物※

が10棟以上

建替又は改修の対象となる
1,000m2以上の既設建物※

の合計が15棟以上

YES

NO

本事業は、仕様の前提となる条件を確定できない早期の段階から、仮設計画や施工を念
頭に置いた技術的な知見・ノウハウを設計に反映することが必要なため、技術提案・交渉
方式（ＥＣＩ方式）を採用することとしている。

ＥＣＩ方式の適用規模の目安については次のとおり。
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優先交渉権者の選定

発 注 者

技術提案
（コスト抑制※等）

施工者

価格の妥当性検討 見積り交渉

随意契約（工事）

監督・検査 施工

公
示
段
階

工
事
段
階

合意

設 計 者

設計業務委託契約

随意契約（技術協力業務）
優先交渉権者 設計業務

基本協定（発注者・施工者）・設計協力協定（三者）

調整施工者・設計者間の
調整

施工者

業
務
段
階

5

技術協力

調整結果を踏まえ、協力を実施

有識者への意見聴取

（２）コストに配慮したＥＣＩ方式の手続きについて

①コストに配慮したＥＣＩ方式の契約形態

※ 必須テーマ
コスト抑制の提案においては、施工方法や使用資機材の見直しなど合理的な根拠に基づき、適正な工期（４週８休）、施工体制等
を確保することを前提



技
術
協
力
業
務
公
示

競
争
参
加
資
格
確
認
申
請
書

技
術
提
案
の
提
出

ヒ
ア
リ
ン
グ

優
先
交
渉
者
の
選
定

技
術
協
力
業
務
見
積
合
せ

技
術
協
力
業
務
契
約
締
結

基
本
協
定
締
結

設
計
協
力
協
定
締
結

技
術
協
力

設
計
完
了

工
事
契
約

価
格
等
の
交
渉

（
Ｅ
Ｃ
Ｉ
方
式
）

技
術
協
力
業
務
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※２

見
積
合
せ

※１ 公募型プロポーザル方式
※２ 有識者への意見聴取を実施
※３ ２次配付資料で示す各建物の計画額を原則上限として計画
※４ 公表された積算基準類等による積上げ額をベースラインとして価格等の交渉を行う

価格等の交渉において、交渉が不成立となった場
合、技術協力業務の次順位者を優先交渉者として
交渉し技術協力業務から再度実施

不
成
立

※1
※４

（２）コストに配慮したＥＣＩ方式の手続きについて

※２

②コストに配慮したＥＣＩ方式の手続きフロー

※３

２
次
配
付
資
料



項目 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度以降

ＭＰ作成業務
【本省】

測量・土質調査
【地方防衛局】

設計業務
【地方防衛局】

技術協力業務
【地方防衛局】

工事
【地方防衛局】

A駐屯地
例）令和５年度中にＡ駐屯地のＭＰ作成完了

注）全体工期は令和７年度末

技術協力

優先交渉権

１期工事 ２棟
２期工事 ３棟

３期工事 ３棟

技術協力業務

４期工事 ４棟
５期工事 ４棟

６期工事 ３棟

：工事契約（随意契約）【各地方防衛局】
：MP作成業務契約【本省】
：測量・土質調査、設計業務契約【各地方防衛局】

• 工事フェーズ毎に分割し
て複数年度に亘り随契を
実施

例：Ａ駐屯地

〇整備規模（Ａ駐屯地）

規模a
5,000㎡

以上

規模b
3,000~
5,000㎡

規模c
1,000~
3,000㎡

94 22 5 6 11 34 38 41

規模d
200~

1,000㎡

規模e
200㎡
未満

建替
1,000㎡

以上

建替 改修

交渉等技術資料作成業務

ＭＰの工事フェーズ毎に内工期を設定
Phase①

４棟
Phase②

４棟
Phase③

５棟
Phase④

５棟
Phase⑤

４棟
（随意契約）

7期工事 ３棟

• 当該地区全体を一括契約
• 設計完了後は工事完成ま
での間、交渉等技術資料
作成業務を随契にて契約

監理技術者の配
置については、
１人／駐屯地と
なるよう検討中

A駐屯地

建替1,000㎡以上
22棟

• 当該地区全体を一括契約

：設計業務に対する技術協力業務契約【各地方防衛局】
7

• 令和５年度中にＭＰ完了、令和６年度早期に設計業務を契約、令和６年度中に１期工事を契約（以降、
設計が完了したフェーズから段階的に工事契約（随意契約）を実施）

• 技術協力業務の受注者に工事の優先交渉権を付与

（２）コストに配慮したＥＣＩ方式の手続きについて
③コストに配慮したＥＣＩ方式の具体的なイメージ



④参加資格・実績、配置予定技術者（例）
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単体又は特定建設工事共同企業体の代表者は、防衛省競争参加資格の「建築一式工事」1,200 点※

以上であること。また、測量・建設コンサルタント等業務の「建築コンサルタント」に係る「Ｃ」以
上の格付を受けていること。

特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、「建築一式工事」又は「土木一式工事」830点※

以上、「電気工事」、「管工事」又は「電気通信工事」870点※以上のいずれかであること。ただし、
代表者以外の構成員に「建築一式工事」又は「土木一式工事」990 点以上の者を１社以上含むこと。

特定建設工事共同企業体の構成員数は〇社までとする。

・企業の資格：
（例）

国、特殊法人等又は地方公共団体が発注した同種工事の実績・企業の実績：

【例】一級建築士・資 格：

参加企業

【例】一級建築施工管理技士又は同等以上の資格を有する者・資 格：
同種工事の経験（民間の経験も可）・経 験：

・配置期間：

・専任期間： 工事工期（個別に専任期間を明示している場合は除く）

技術協力業務の履行期間

技術協力業務の管理技術者

工事の監理技術者

区分 配置・専任期間

管理技術者

監理技術者

技術協力業務

工事

配置期間

専任期間

技術協力業務の期間と工事
期間が被らない場合にあっ
ては、同一の技術者での配
置は可

（２）コストに配慮したＥＣＩ方式の手続きについて

※ 工事の規模等を踏まえ、工事毎に設定
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評価項目 評価基準 配点

技
術
提
案

技術協力業務
に関する提案

技術協力業務の実
施に関する提案

理解度
業務目的、現地条件、与条件の内容理解度について、以下である場合に優位に評価する。
・業務目的、現地条件、与条件に対して、適切かつ論理的に整理されており、本業務を遂行するに当たって
理解度が高い場合

１０点
※評価は６段階とする

実施手順
及び
実施体制

業務実施手順を示す実施フロー及び実施体制について、以下である場合に優位に評価する。
・実施手順の妥当性及び手順上の具体的な工夫がある場合
・業務工程で与条件に対して、主要ポイントの抽出に対する着眼点が適切である場合
・本業務の内容、規模に対して十分（具体的）な実施体制が確保されている場合

１０点
※評価は６段階とする

主たる事業課
題に関する提
案

〇特定テーマ１
的確性

３０点
※評価は６段階とする
※提案は５提案までとする

実現性 １５点
※評価は６段階とする

〇特定テーマ２
○○○における、
コスト抑制を意識
した課題と対応策
に関する提案

的確性 コスト抑制を意識した課題と対応策について、課題が適切かつ論理的に整理されており、その対応策として
有効な提案がある場合に優位に評価する。

３０点
※評価は６段階とする
※提案は５提案までとする

実現性

提案内容の実現性について、以下である場合に優位に評価する。
・提案された内容について、実施事例や類似事例（事例は国内外を問わない。）の記述があり、提案に十分
（具体的）な裏付けがある等の場合
・提案された内容について、コスト抑制を意識した内容となっており、裏付けがある等の場合

１５点
※評価は６段階とする

不測の事態の
想定、対応力
に関する提案

○○作業時におけ
る安全確保の課題
と対応策に関する
提案

的確性
○○作業時における安全確保の課題と対応策について、以下である場合に優位に評価する。
・着眼点、施工上の課題が適切かつ論理的に整理されており、その対応策として、安全確保のための有効な
提案がある場合

２０点
※評価は６段階とする
※提案は５提案までとする

実現性
提案内容の実現性について、以下である場合に優位に評価する。
・提案された内容について、実施事例や類似事例（事例は国内外を問わない。）の記述があり、提案に十分
（具体的）な裏付けがある等の場合

１０点
※評価は６段階とする

合計 １４０点

（３）技術提案書の評価基準、評価点及び特定テーマの参考事例

〇特定テーマ１の評価項目の例
・部隊運用への影響に配慮した施工計画等の提案
・部隊用仮設建物、仮設ヤード（資機材置場、仮設事務所等）等の制約条件を踏まえた工法等の提案
・着実に現場を進捗させるための施工計画の提案
・工期を意識した施工上の課題と対応策に関する提案



（４）同種工事及び同種業務の施工実績（経験）に関する要件の緩和の取り組み

概要

各地方防衛局等が発注する建設工事及び技術業務における一般競争入札等の競争参加資格については、他の発
注機関と同様、競争参加企業及び配置予定技術者に対し元請けとしての同種工事（同種業務）の実績（経験）を求
めているが、建設業界の技術者不足が深刻化する中、求める要件を満たす実績（経験）を有しているにも関わらず、
元請け受注でないことから入札に参加出来ない場合もあることから、このような状況を改善するために、同種工事
（同種業務）の施工実績（経験）に関する要件を緩和する制度の見直しを実施。

現状

・企業における同種工事（同種業務）の実績

元請け業者として完成・引渡しが完了した工事（業
務）の実績に限定

改正後

※ 総合発注工事とは、建築工事、土木工事、機械工事、電気工事
及び通信工事など、複数の職種の工事を一括で発注した工事をいう。
また、総合発注業務とは、建築、土木、機械、電気及び通信など、

複数の職種からなる業務をいう。

・配置予定技術者における同種工事（同種業務）の
経験

元請け業者として完成・引渡しが完了した工事（業
務）の経験に限定

・企業における同種工事（同種業務）の実績

元請け業者として完成・引渡しが完了した工事（同種業
務）の実績

・配置予定技術者における同種工事（同種業務）の経験

元請け業者として完成・引渡しが完了した工事（同種
業務）の経験に限定

防衛省発注の総合発注工事（総合発注業務）の一次下請
けとして完成・引渡しが完了した工事（業務）の実績

新規追加

総合発注工事（総合発注業務）の一次下請けとして完
成・引渡しが完了した工事（業務）の経験

新規追加
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①共同企業体の構成員数の考え方

共同企業体の構成イメージ

共同企業体に関する制度を踏まえつつ、地元企業を含む数多くの企業（最大１０社）が参加でき
る共同企業体を組成する

単体又は特定建設工事共同企業体の代表者は、防衛省競争参加資格の「建築一式工事」1,200 
点※以上であること。また、測量・建設コンサルタント等業務の「建築コンサルタント」に係る
「Ｃ」以上の格付を受けていること。

特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、「建築一式工事」又は「土木一式工事」
830点※以上、「電気工事」、「管工事」又は「電気通信工事」870点※以上のいずれかであるこ
と。ただし、代表者以外の構成員に「建築一式工事」又は「土木一式工事」990 点以上の者を１
社以上含むこと。

特定建設工事共同企業体の構成員数は〇社までとする。

※ 工事の規模等を踏まえ、工事毎に設定

・参加企業の資格（例）：

11

共同企業体の構成員に地元企業を含む場合に加点する

（５）共同企業体（ＪＶ）の構成員数制限の緩和について



②ＥＣＩ方式における共同企業体の考え方

建
築
Ｂ

建
築
Ｄ

建
築
Ｅ

建
築
Ｆ

建
築
Ｇ

建
築
Ｃ

代表者

構成員① 構成員②（地元企業）

建築Ａ

建築Ａ 代表者

・甲型共同企業体であること（乙型は認めない）
・構成員①、②には異工種が入ることも可

出資比率の考え方（例）

建築Ａ

建築Ｂ

建築Ｄ

建築Ｅ

建築Ｆ

建築Ｇ

建築Ｃ

：４０％ 代表者

：１５％ 構成員①

全ての構成員の出資比率は、１社あたり
均等割の１０分の６以上で算出

構成員②
： 各 ９％
（合計４５％）

建
築
Ｂ

建
築
Ｄ

土
木
Ａ

電
気
Ａ

機
械
Ａ

建
築
Ｃ

構成員① 構成員②（地元企業）

（６）共同企業体（ＪＶ）の構成員数制限の緩和について
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参加条件に県内下請業者への一定程度の下請け発注率を課すことや、評価基準に地元企業を含め
た共同企業体の組成及び地元企業に対する下請け発注率に応じた加点などを実施

①ＥＣＩ方式における評価基準
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（７）地元企業の活用等について

評価項目 評価基準 配点

技
術
提
案

技術協力業務に関する提案
理解度 １０点
実施手順及び実施体制 １０点

主たる事業
課題に関する
提案

テーマ１ 的確性 ３０点
実現性 １５点

テーマ２
的確性 ３０点
実現性 １５点

不測の事態の想定、対応力に
関する提案

的確性 ２０点
実現性 １０点

小計 １４０点

そ
の
他

地域貢献度

共同企業体の
組成

共同企業体の構成員に地元企業が含まれる場合 １０点

単体の場合又は共同企業体の構成員に地元企業が含まれない場合 ０点
※地元企業とは、工事場所と同じ都道府県内に本店の登記がある企業をいう。
※都道府県による設定では評価基準として適性を欠く場合、必要に応じて市町村等の記載を可能とする。

地元企業の
採用

構成員が地元企業の場合の出資比率も合わせた県内下請業者への発注予定金額が請負金額の６０％以上。 １０点

構成員が地元企業の場合の出資比率も合わせた県内下請業者への発注予定金額が請負金額の５５％以上６０％未満。 ８点

構成員が地元企業の場合の出資比率も合わせた県内下請業者への発注予定金額が請負金額の５０％以上５５％未満。 ６点

構成員が地元企業の場合の出資比率も合わせた県内下請業者への発注予定金額が請負金額の４０％以上５０％未満。 ４点

構成員が地元企業の場合の出資比率も合わせた県内下請業者への発注予定金額が請負金額の３０％以上４０％未満。 ２点

構成員が地元企業の場合の出資比率も合わせた県内下請業者への発注予定金額が請負金額の２０％超３０％未満。 ０点

構成員が地元企業の場合の出資比率も合わせた県内下請業者への発注予定金額が請負金額の２０％以下。 欠格
※地元企業とは、工事場所と同じ都道府県内に本店の登記がある企業をいう。
※工事場所と同じ県内に本店の登記がある企業（単体及び代表者を除く）に限り、自社施工分も県内下請業者への発注予定額に計上してもよい。
※都道府県による設定では評価基準として適性を欠く場合、必要に応じて市町村等の記載を可能とする。
※単体又は共同企業体の代表者及び地元企業ではない構成員の施工分の地産品（同一都道府県内産の建設資材等）の調達分を県内下請業者への発
注予定金額に計上してもよい。

合計 １６０点



代表者
Ａ社
40%

構成員
Ｂ社（他県）

15%

構成員
Ｃ社（地元）

15%

構成員
Ｄ社（地元）

15%

構成員
Ｅ社（地元）

15%

一次下請け
Ｆ社（地元）

10%

一次下請け
Ｇ社（地元）

10%

地産品

10%

○○駐屯地ＪＶ（甲型）

一次下請け
Ｈ社（他県）

10%

本ケースでは①は４５％

②下請発注率⑴

本ケースでは②は１１．0％

④地産品購入率

本ケースでは③は５．５％

※２：事業全体額に対する地元企業への下請け発注予定金額の割合（地元下請率）
※３：地元下請率については、各随意契約において確認するとともに、事業全体が完了した

段階で実態を確認し当初想定を下回った場合はペナルティを課す

※１：共同企業体構成員の出資比率

※４：事業全体額に対する地産品の調達予定金額の割合（地産品購入率）
※５：地産品購入率については、各随意契約において確認するとともに、事業全体が完了した

段階で実態を当初想定を下回った場合はペナルティを課す

地元企業に対する下請け発注率の算定方法の例（甲型ＪＶ）

したがって、本ケースの地元への下請発注率は①、②、③、④の合計６４％となる。

※１ ※１ ※１ ※１ ※１

※２
※３

※４
※５

①
地
元
構
成
員
率

（
一
次
）

②
下
請
発
注
率
⑴

④
地
産
品
購
入
率

※６

※６

※６：共同企業体構成員（代表者を除く）
の地元企業の出資比率を除く

ＪＶ構成イメージ 地元への下請発注率

＝ × 1－ ①（％）
１００

1－ ①（％）
１００

は下請発注率として計上
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（７）地元企業の活用等について

①ＥＣＩ方式における評価基準（案）

地元一次
下請率の計

二次下請け
Ｉ社（地元）

5%

③下請発注率⑵

本ケースでは③は２．７％

（
二
次
以
降
）

③
下
請
発
注
率
⑵

※６

＝ × 1－ ①（％）
１００

地元二次
下請率の計

地産品
購入率の計＝ ×

※２
※３

※２
※３
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（７）地元企業の活用等について
記入例

本サンプルは、
(1)ＪＶ構成員の地元構成員率 ４５．０％
(2)地元下請発注率 １３．７％
(3)地産品購入率 ５．５％
合計 ６４．２％ ≒ ６４％（小数点以下切捨て）
にて、申請する場合のものです。

実際の施工後の達成状況は、事業完成時点において
対象工事全体で申請時のトータル６４％を満足してい
るかを確認します。（個別工事においても発注率の確
認を行いますが、未達成の場合でも、その理由が、正
当な理由として認められる場合はペナルティを課しま
せん。）

また、申請時には、設計が未了であることに加え、
工事期間が長期に及ぶことから、⑵や⑶の率、内容が
変動しても差し支えありません。



（７）地元企業の活用等について

②地元企業への発注を円滑化する取り組み

いわゆる相指名業者（同一入札に参加した他の企業）が協力企業として参加できることを発信

相指名業者の協力企業参加については、法令上問題がないものの、入札の公正性を
阻害する恐れがあるとの認識の下、一部の発注者、企業において慣例的に自重されて
きたところ。

しかしながら、最適化事業においては、
① 当初契約の内容は、ＥＣＩ方式においては技術協力業務、設計付工事においては

設計業務であり、これらの業務完了後に価格交渉を経て随意契約される工事は、
当初契約と性質・内容ともに異なること、

② 大規模かつ長期間にわたり、複数のフェーズで構成される事業を円滑に進めるた
めには、相指名業者を含む多数の地元企業が協力企業として参加が必要なこと

などから、相指名業者の協力企業参加に問題はないと考えており、入札心得書第６条
第２項及び第３項（公正な入札の確保）に留意した上で、相指名業者を含む地元企業
の協力企業参加を容認する考え。

16



（８）技術者の要件緩和について

監理技術者の交代について弾力的に運用

①ＥＣＩ方式における監理技術者について

一級建築施工管理技士又は一級建築士・資 格：

・専 任 期 間： 工事工期（個別に専任期間を明示している場合を除く）
区分 配置・専任期間（ＥＣＩ方式の例）

監理技術者

工事（Ⅰ期）
工事（Ⅱ期）

工事（Ⅲ期）

専任期間（同一の監理技術者で可）

工事（Ⅳ期）

・配 置：

・変更要件： ① 競争参加資格確認申請時に提出した者と同程度の者であれば、Ⅰ期工事着手前の変更は可
② Ⅱ期工事以降も各工事の着手前において同程度の者であれば変更は可
ただし、いずれも各工事の途中交代は「特別な場合」を除き認めない
「特別な場合」：病休、死亡、退職等、真にやむを得ない場合

監理技術者

同種工事の施工経験（民間の経験も可）※・経 験： ※：これまで求めていた施工規模の要件を廃止

17

技術協力業務

変更①

Ａ氏
（予定）

Ｂ氏

変更②
Ｃ氏

途中交代不可
途中交代不可

途中交代不可

途中交代不可

【参 考】工事ごとに実績登録を行うため、各工事が完成する度に技術者の経験とすることが可能



②受注企業の支援を前提とした配置予定技術者の要件緩和について

一般競争参加資格確認申請書

令和 年 月 日

（契約担当官等の官職氏名）殿

住 所
商号又は名称
役 職
代表者氏名

令和 年 月 日付けで入札公告のありました下記に係る競争参加資

格について確認されたく、入札説明書に掲げられた資料等を添えて申
請します。

なお、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規
定に該当する者でないこと、添付書類の内容について事実と相違ない

こと及び企業として技術者を支援し工事の品質を確保することを誓約し
ます。

記

工事件名：〇〇（〇）〇〇〇建設工事

以上

a. 一般競争参加資格確認申請書において、競
争参加者は技術者を支援し、品質を確保す
る旨を誓約

b. この誓約を前提に、配置予定技術者の施工
経験については、これまで施工規模を求め
ていたが、規模の要件を廃止

c. 工事受注者は、企業としての技術者支援策
を施工計画書等に盛り込む

例）
• 受注企業本社の品質管理及び安全管理チーム

が毎月〇回、現場巡回し、現場指導する体制
を構築

• 受注企業の技術者ＯＢを現場に常駐させ、指
導管理体制を拡充

18

（８）技術者の要件緩和について

配置予定技術者に求める施工経験については、受注企業として技術者を適切に支援することを前提
に、施工規模の要件を廃止



〇目 次
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１．入札・契約方式及び地元企業の活用について

２．特段の情報保全の措置を必要とする施設を含む最適化事
業の契約について

３．最適化事業における品質証明業務を含む工事の運用ガイ
ドラインについて

４．主な地区のマスタープラン作成状況について



要情報
保全

要情報
保全

希望しない

当初契約締結 意向確認
（契約変更）

20

希望する

技術提案・交渉方式（ＥＣＩ方式）の対象施設に特段の情報保全の措置を必要とする施設
が含まれる場合、当該施設を除いたもので入札・契約手続を実施
契約締結後、特段の情報保全の措置を講じる条件のもと、契約変更により特段の情報保全
の措置を必要とする施設を追加することについて、受注者の意向を確認
契約変更を希望する場合、契約変更により特段の情報保全の措置を必要とする施設を追加

契約履行

契約履行

全体計画

要情報
保全

注１：入札公告に特段の情報保全の措置を必要とする施
設が含まれる旨を明示

２：契約変更を希望する場合は、特段の情報保全の措
置が必要

３：特段の情報保全の措置に要する費用は別途精算
４：特段の情報保全の措置が必要な仕様書等は意向確

認後に貸与
５：契約変更を希望しない場合、別途発注

契約変更
（追加）

要情報
保全

要情報
保全

要情報
保全

２．特段の情報保全の措置を必要とする施設を含む最適化事業の契約について
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３．最適化事業における品質証明業務を含む工事の運用ガイドラインについて

①品質管理等一覧
受注者等は当該一覧表を作成し
監督官の承認を得るとともに、
品質管理証明者へ業務を委託

受
注
者（
現
場
代
理
人
・
工
事
監
理
者
等
）

品
質
管
理
証
明
者

委託契約 受
注
者
（
現
場
代
理
人
・
工
事
監
理
者
等
）

発
注
者
（
工
事
監
督
官
等
）

②各種材料・出来形等
の品質管理資料の作成
受注者等は品質管理等一覧に
基づき各種書類・写真等を作
成し、品質管理証明者へ提出

③各種書類等の確認
品質管理証明者は、各種書類・
写真等を設計図書で定められた
品質に適合しているか確認し、
証明結果書を受注者へ提出

④品質等の不合格対応
品質管理証明者は、品質等に不
合格があった場合は、受注者へ
報告し、修正を求め再度提出さ
れた書類等を確認

品質証明の実施 品質証明結果の提出

⑤品質証明結果の検査
受注者は、品質管理証明者から
提出された証明結果書について、
社内検査等による確認の上、監
督官へ提出

⑥品質証明結果の不正
があった場合の措置
品質証明結果に故意による工事
目的物の契約不適合が確認され
た場合は、受注者の責により補
修を行うとともに、受注者に対
しペナルティを課す

品質証明業務の実施フロー

・受注者は、建築士法に基づく工事監理を行う。
・工事監理の対象は、建築基準法上の「建築物」
・建築基準法に基づく工事監理者を配置する

（１）品質証明業務の概要
・受注者は品質管理証明者を配置
・品質管理証明者は確認・立会結果を現場代理人等へ報告（品質証明結果書の提出）
・現場代理人等は、その内容を確認の後、品質証明結果書を作成し、発注者へ提出
・発注者は、品質証明結果証明書の受領をもって、適正に工事が施工され品質が確保されていることを確認

（２）工事監理業務の概要

※品質管理等一覧は、付録「工事の確認ポイント表」をもとに作成 22



３．最適化事業における品質証明業務を含む工事の運用ガイドラインについて
（３）品質管理証明者の選定

●原則として、第三者に委託。
※ ただし、第三者への委託が困難な場合に限り、品質証明業務に関する誓約書に理由を添えて提出した上

で受注者の品質管理部門等による実施も可。
●資格要件：以下の⑴～⑶のいずれかの資格又は経験を有するものとし、職種毎（建築、土木、電気・通信、
機械）に配置。

⑴ 工事の監理技術者、主任技術者の経験を有する者。
⑵ 事業監理業務、基本検討業務、設計業務及び工事監理業務のいずれかの管理技術者又は照査技術者の経

験を有する者
⑶ 担当職種に応じて資格等（通常の施工監理業務技術者同等）を有する者。

※品質管理証明者は専任の必要はない。また、資格要件等を満たす場合は職種間の兼務可。

（４）工事監理者の選定
●建築士法に規定されている資格要件を満たすものとする。
●工事監理者は、監理技術者と兼任はしない。

なお、工事監理者の業務を品質管理証明者（第三者に委託する場合）が一部を行うことも可能。

（５）品質証明業務及び工事監理費の積算方法
・品質証明業務費

「共通仮設費」の「その他」に計上（現場管理費及び一般管理費等の対象外）
・工事監理費

「工事原価」の「その他」に「直接人件費」のみを計上

工事費

工事価格

消費税等相当額

工事原価

一般管理費等

純工事費

現場管理費

直接工事費

共通仮設費

準備費等

その他
【品質証明業務費】

(下請け経費含む)

(対象額＝直接工事費＋共通仮設費－①)

(対象額＝工事原価－①) その他
【工事監理費】直接人件費のみ計上

(一般管理費の対象)

①

23



３．最適化事業における品質証明業務を含む工事の運用ガイドラインについて

●品質証明業務費の算定

（品質証明業務費）
＝（直接人件費）＋（直接経費）＋（その他原価）＋（一般管理費等）

【直接人件費】
臨場は、施工期間中に新設及び改修の建物１棟当たり、各職種につき１ヶ月当たり２人日（技師Ｃ）

（臨場日数）＝２人（月あたり）×施工期間（ヶ月）
施工期間は建物毎かつ職種毎に異なるため、それぞれに設定する。

【直接経費】
・遠隔臨場設備費として、必要に応じ、遠隔臨場に係る経費を計上
・現地での業務用ライトバン（５人乗り）を計上（１建物あたり５日）
・旅費宿泊費が必要になる場合は、原則、受注者の負担により実施するものとするが、離島など特別な場合
については、１建物あたり５回分の旅費宿泊費を計上するものとする。なお、遠隔臨場による確認等の実施
も可能としていることから、原則として日数の増加は認めない。ただし、発注者が現場臨場を指示した場合
などは、受発注者間で協議の上、増額の精算ができるものとする。

●工事監理費に係る直接人件費の算定

（業務人・時間数）
＝（すべて委託する場合の業務人・時間数）×（対象業務率）

すべて委託する場合の業務人・時間数は、官庁施設の設計業務等積算要領の別表１－１に掲げる係数を用
いて算出する。

（５）品質証明業務及び工事監理費の積算方法

24



３．最適化事業における品質証明業務を含む工事の運用ガイドラインについて

（８）設計図書との不整合に関する対応
品質管理証明者は、設計図書と相違する品質管理状況等を発見した場合は、速やかに、現場
代理人等にその確認内容を報告する。設計図書との照合とは、設計図書の内容に適合するか
確認することであって、設計図書自体に誤り又は脱漏があるか確認することではない

（９）虚偽の品質証明結果報告書が判明した場合の措置
契約に違反する行為があったものとして、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領に
ついて（防整施（事）第１５０号。平成２８年３月３１日）」に基づく指名停止を行うもの
とする。

（１０）工事目的物の品質が確保できていない場合の措置
工事成績評定を減点する。

（６）品質証明業務に不正・不誠実な行為があった場合の措置
品質証明業務に関する書類や報告に虚偽の記載等、不正・不誠実な行為があった場合には、
受注者に対して厳しく対応することとし、建設工事請負契約書において、「品質証明業務に
係る特約条項」を締結する。

（７）受注者と品質管理証明者との契約
受注者は品質管理証明者と契約を締結する際は、業務内容及び契約金額を契約書に明示。双
方において、その履行を確実に行う。品質管理証明者を複数名登録する場合、人数制限は行
わない。
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〇目 次
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１．入札・契約方式及び地元企業の活用について

２．特段の情報保全の措置を必要とする施設を含む最適化事
業の契約について

３．最適化事業における品質証明業務を含む工事の運用ガイ
ドラインについて

４．主な地区のマスタープラン作成状況について



優先① 優先② 優先③

４．主な地区のマスタープラン作成状況について
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・東千歳駐屯地
・旭川駐屯地
・真駒内駐屯地
・帯広駐屯地
・神町駐屯地
・海自大湊地区
・相馬原駐屯地
・館山航空基地
・硫黄島航空基地
・海自横須賀地区
・厚木航空基地
・岐阜基地
・小牧基地
・海田市駐屯地
・善通寺駐屯地
・海自呉地区
・空自防府地区
・福岡駐屯地
・春日基地
・海自佐世保地区
・北熊本駐屯地

・島松駐屯地
・丘珠駐屯地
・北恵庭駐屯地
・北千歳駐屯地
・上富良野駐屯地
・名寄駐屯地
・八戸駐屯地
・霞ヶ浦駐屯地
・土浦駐屯地
・松戸駐屯地
・下志津駐屯地
・木更津駐屯地
・木更津航空補給処
・熊谷航空基地
・府中基地
・木更津分屯基地
・久里浜駐屯地
・富士駐屯地
・明野駐屯地
・宇治駐屯地

・第１術科学校
・岩国航空基地
・小月航空基地
・目達原駐屯地
・芦屋基地

・札幌駐屯地
・千歳基地
・仙台駐屯地
・八戸航空基地
・三沢基地
・松島基地
・朝霞駐屯地
・下総航空基地
・入間基地
・百里基地
・浜松基地
・伊丹駐屯地
・海自舞鶴地区
・小松基地
・美保基地
・築城基地
・健軍駐屯地
・鹿屋基地
・新田原基地
・那覇基地


